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（株式会社エスライン九州との株式交換に伴う株式数：196,700 株（予定）、株式会   

社エスライン羽島との株式交換に伴う株式数：213,864 株（予定） 合計株式数： 

410,564 株（予定））の時価を基礎として、会社計算規則第 39 条の規定に従い算定 
されます。 
 

注２）この資本準備金の額の減少は、本株式交換と同時に、本株式交換による資本準備金 

の増加額を減少するものです。したがって、その効力が生じた後の当社の資本準備金 

の額は、本日時点における資本準備金の額 2,000,000,000 円と同額となります。 

 

（２）減少する資本準備金の額の取扱い 

    減少する資本準備金の額は、資本金とせず、全額をその他資本剰余金といたします。 

 

（３）資本準備金の額の減少の方法 

    会社法第 448 条第 3項に基づき、取締役会の決議によって資本準備金の額を減少い 

たします。 

 

３．資本準備金の額の減少の日程 

（１）取締役会決議日    平成 28 年 5 月 26 日 

（２）債権者異議申述期間  平成 28 年 6 月 1日から同月 30 日まで 

（３）効力発生日（予定）  平成 28 年 7 月 1日（本株式交換の効力発生日と同日） 

 

４．今後の見通し 

本件による資本準備金の額の減少は、資本準備金の額の一部を、その他資本剰余金へ 

と振り替えるものであり、当社の純資産の額に変動はなく、当社の業績に与える影響は 

ございません。 

 なお、減少する資本準備金の具体的な額については、確定次第改めてお知らせいたし

ます。 

以 上 


